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第14回十日町市農業委員会総会議事録 
 

１．開催日時 令和３年７月２６日（月）午後１時３０分から午後１時５９分 

２．開催場所 中里庁舎３階 大会議室 

 

３．出席委員 

 ①農業委員 ２２名 

   会    長 ３番 村山 隆義 

会長職務代理 ８番 古髙 悟 

１番 小林 幹司 ９番 髙橋 清一 15番 長津 俊男  

２番 若井 君男 10番 菅井 太一 16番 佐野 幸男 22番 近藤 正男 

４番 根津 徳男 11番 富井 公一 17番 樋口 則雄 23番 樋口 富行 

５番 村山 浩一 12番 北村 公太郎 18番 村越 益男 24番 島田 勝広 

６番 金澤 茂 13番 庭野 喜由 19番 須藤 英雄  

７番 川田 正  20番 村山 太郎  

欠席委員 14番 水品 正幸、21番 重野 りえ子 

       

 

４．議事日程 

  日程第１ 議事録署名委員選出 

 

  日程第２ 農地法等の規定に基づく報告について 

報告第１号 農地法第18条第６項の規定による通知について (3件) 

報告第２号 農地転用事実確認願いについて (6件) 

報告第３号 農地法の適用を受けない事実確認願いについて (5件) 

報告第４号 農用地利用配分計画について (新潟県農林公社 6件) 

 

日程第３ 農地法の規定による許可申請処理について 

   議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（3件） 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について（1件） 

議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について（5件） 

 

日程第４ 十日町市農用地利用集積計画について 

   議案第４号 十日町市農用地利用集積計画について（28件） 
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５．農業委員会事務局職員 

本    局 事務局長  桑原  茂 十日町事務所 主  事  島本  翠 

本    局 次  長  富井  悟 川 西事務所 係  長  村山 一男 

本    局 係  長  古田島 敦 松 代事務所 主  事  柳  裕子 

本    局 会計年度任用職員  恩田 栄子 松之山事務所 係  長  尾身  整 

十日町事務所 主  査  宮澤 国彦  松之山事務所 会計年度任用職員  福原 洋子 

 

 

６．会議の内容 

   別紙の通り
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６．会議の内容 

村山議長 それでは、これより第14回農業委員会総会を開会いたします。 

     本日の出席状況ですが、14番委員、21番委員より欠席の届けが出て

おります。欠席は２名ということで、22名出席でございます。それに

よりまして第14回総会が成立することを宣言いたします。 

     次に、日程第１、「議事録署名委員の選出」でございますが、議長に

一任願えれば幸いですが、いかがでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、それでは指名させていただ

きます。 

     第14回総会議事録署名委員は、２番委員と４番委員の両名からお願

いいたします。 

     あわせて、記録は事務局に一任願えれば幸いですが、いかがでしょ

うか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように進めさせていた

だきます。 

     では、日程第２、「農地法等の規定に基づく報告について」でござい

ます。報告事項は第１号から第４号までございますが、全ての報告が

終わりましたらご意見、ご質問を頂戴いたしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

     では、事務局より報告お願いします。 

     【報告第１号～第４号説明】 

村山議長 では、ただいま事務局より報告事項がございましたが、この第１号

から第４号までの報告事項について、ご意見、ご質問ございましたら

頂戴したいと思いますが、いかがでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にご意見等ないようでございますので、次に進めさせていただき

ます。 

     では次に、日程第３、議案第１号「農地法第３条の規定による許可

申請について」３件の申請が出ておりますので、この内容につきまし

てご審議をお願いいたしたいと思います。 

     では、事務局、説明願います。 

事務局  では、６ページの議案第１号をご覧ください。今月の農地法第３条

の規定による許可申請は３件ございます。いずれの案件も農地法第３

条第２項各号の不許可要件には該当しませんので、許可要件の全てを
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満たしております。 

     【議案第１号説明、３７番朗読】 

村山議長 では、ただいま事務局より説明ありました37番について、担当委員、

説明願います。 

２４番  両者に面談にて確認をいたしました。併せてこの案件と関連のある

強化法の338番、341番も確認をしております。記載内容には間違いご

ざいませんので、よろしくお願いします。 

村山議長 37番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では38番、説明願います。 

     【議案第１号説明、３８番朗読】 

村山議長 では、38番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

 ７番  場所については、当間川の上流部になります。７月17日、18日に両

者へ電話にて確認をいたしました。記載のとおり間違いないそうです。

よろしくお願いします。 

村山議長 では、38番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、

ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということで、では39番、説明願います。 

     【議案第１号説明、３９番朗読】 

村山議長 では、この39番の案件につきましては私の担当ですので、説明させ

ていただきます。 

     この場所については、○○○○の隣に新たな購入者の工場と畑等が

ございまして、それに隣接しているところでございます。価格につい

ても、畑でございますが、道路に面しているというようなことでこの

ようになっているようです。以上です。 

     では、39番の案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでし

ょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 特にないようでございますので、では改めて議案第１号「農地法第

３条の規定による許可申請について」３件の審議が終わりましたが、

改めてお諮りいたします。 

     この３件について許可することに決定いたしたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 
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村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていた

だきます。 

     続きまして、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請につ

いて」１件の申請が出ておりますので、ご審議をお願いいたしたいと

思います。 

     では、事務局、説明願います。 

事務局  ７ページをお開きください。議案第２号でございます。今月の農地

法第４条の許可申請は１件です。 

     【議案第２号、３番朗読後、説明】 

村山議長 では、３番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

１９番  先般、十日町事務所の担当者と現地を確認してまいりました。場所

につきましては、中条の山新田の現在ご自宅のある二、三百メーター

手前の一段下がった農地でございました。あと、本人には昨日面談に

て確認して、間違いないことを確認しました。以上です。よろしくお

願いします。 

村山議長 では、３番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、

ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では議案第２号「農地法第

４条の規定による許可申請について」、この１件許可することに決定い

たしたいと思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしでありますので、そのように決定させていただきます。 

     続きまして、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請につ

いて」５件の申請が出ておりますので、これにつきましてご審議をお

願いいたしたいと思います。 

     では、事務局、説明願います。 

事務局  ８ページをお開きください。議案第３号です。今月の農地法第５条

の規定による許可申請は５件ございます。 

     【議案第３号、３１番朗読後、説明】 

村山議長 では、31番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

２４番  両者に電話にて確認をいたしました。場所は大原台地です。記載内

容については、確認をしたところ間違いありませんので、よろしくお

願いいたします。 

村山議長 では、31番の案件につきまして、ご意見、ご質問ございませんでし

ょうか。 
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     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では32番説明願います。 

     【議案第３号、３２番朗読後、説明】 

村山議長 では、32番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

１５番  ７月16日に十日町事務所の担当者と一緒に現地を確認してきまし

た。その後、譲受け人をはじめ関係の方と会い、確認をしてきました

ところ、記載のとおり間違いないことでございましたので、よろしく

お願いいたします。 

村山議長 ただいま担当委員より説明ございましたが、ご意見、ご質問ござい

ませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では33番説明願います。 

     【議案第３号、３３番朗読後、説明】 

村山議長 では、33番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

１３番  場所につきましては、四日町にある工務店の隣の田んぼでございま

す。十日町事務所の担当者と現地確認をいたしまして、その後両者に

電話で確認をいたしました。記載内容には間違いないということでご

ざいますので、よろしくお願いをいたします。 

村山議長 33番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、ご意見、

ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では34番説明願います。 

     【議案第３号、３４番朗読後、説明】 

村山議長 では、34番の案件につきまして、担当委員、説明願います。 

１２番  ７日９日に川西事務所の担当者と現地を確認し、その後両者に電話

で確認しました。場所は、譲受け人の経営店舗の奥側の畑でした。記

載どおり間違いありませんので、よろしくお願いします。 

村山議長 では、34番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、

ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では35番説明願います。 

     【議案第３号、３５番朗読後、説明】 

村山議長 では、35番の案件につきまして、担当委員より説明願います。 

１６番  ７月14日に十日町事務所の担当者に同行を願いまして、現地を確認

いたしました。譲受け人も同席をしております。問題ないと思います。

譲渡し人には、19日に電話にて確認いたしました。記載のとおり間違
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いありません。よろしくお願いいたします。 

村山議長 では、35番の案件につきまして担当委員より説明ございましたが、

ご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、では議案第３号「農地法第

５条の規定による許可申請について」５件の審議が終わりましたが、

改めてお諮りいたします。 

     この５件について許可することに決定いたしたいと思いますが、ご

異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしでございますので、そのように決定させていただきます。 

     続きまして、日程第４、議案第４号、農業経営基盤強化促進法第18

条第１項の規定による「十日町市農用地利用集積計画について」でご

ざいます。この利用集積計画については、所有権移転５件を含む新規

設定23件と再設定５件、計28件についてご審議をお願いいたします。 

     なお、今回も恒例によりまして議案等の読み上げを行わず、各担当

委員より順次確認報告をいただきたいと思います。 

     なお、各推進委員から担当農業委員の皆さんが確認報告を受けてい

ると思いますので、担当委員に順次確認報告をお願いいたしたいと思

います。 

     なお、再設定については、確認報告はよろしいかと思いますので、

そのように進めさせていただきます。では、事務局より概要説明をお

願いいたします。 

事務局  10ページの「議案第４号」をご覧ください。今月の農用地利用集積

計画についての案件は、借手変更を含む新規の利用権設定が23件、再

設定が５件で、合計が28件です。 

     以上の計画要請の内容は、農業経営基盤強化促進法第18条第３項の

各要件を満たしていると考えます。以上です。 

村山議長 では、15番委員より確認報告お願いします。 

１５番  担当の３番推進委員に代わって報告させていただきます。 

     12ページの345番と346番、それから14ページの354番、355番、15ペ

ージの356番、この５件の報告を受けました。記載のとおり間違いない

ということでございますので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、22番委員、説明願います。確認報告願います。 

２２番  本日の朝、担当の９番推進委員より、記載内容に間違いないことの

連絡を受けました。以上です。 
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村山議長 次に、20番委員、お願いします。 

２０番  11ページの342番、343番、14番推進委員より記載のとおり間違いな

いとの報告をいただきました。よろしくお願いいたします。 

村山議長 次に、24番委員、確認報告お願いいたします 

２４番  23番推進委員の案件の連絡をいただきました。10ページ、11ページ

の338番から341番、12ページから14ページの347番から352番、それか

ら15ページの357番、全て確認をしたという報告を受けております。よ

ろしくお願いします。 

村山議長 次に、８番委員、確認報告お願いします。 

 ８番  22日に27番推進委員から確認したところ、記載のとおりでしたとい

う連絡を受けました。よろしくお願いします。 

村山議長 次に、５番委員、確認報告お願いします。 

 ５番  10ページの336番、同じく337番、あと15ページの358番、こちら31番、

32番両推進委員のほうから連絡を受けて、記載のとおり間違いがない

ということですので、よろしくお願いいたします。 

村山議長 これで新規設定等につきましては確認報告が終わったわけですが、

この集積計画案につきましてご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

     （質問、意見なし） 

村山議長 なしということでございますので、特に意見がなかったので、この

計画に基づいて利用権の設定と移転を進めるよう市に回答いたしたい

と思いますが、ご異議ございませんでしょうか。 

     （異議なし） 

村山議長 異議なしということでございますので、そのように決定させていた

だきます。 

     それでは、これで議事が終了いたしましたので、これをもちまして

第14回総会を終了させていただきたいと思います。 


